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行

政

改

革

の

推

進

に

舶

す

る

意

見

書

簡
･
地
方
を
通
ず
る
行
政
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
比
､
当
面
最
大
の
幽
民
的
諌
横
で
あ
る
が
､
上
の
行

政
改
革
の
実
を
あ
げ
訂
た
め
に
は
'
す
で
に
地
方
制
度
訴
萱
金
等
の
答
申
や
意
見
で
何
回
も
指
摘
さ
れ
て

I

S
る
よ
う
に
'
地
溝
分
権
の
推
進
を
図
か
′
つ
つ
､
国
･
地
方
を
通
ず
る
行
財
政
の
簡
素
効
率
化
を
実
現
す

る

こ
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要

で
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し
か
る
に
'
政
府
の
当
面
の
行
政
改
革
方
針
に
お
S
て
は
､
静
の
財
敢
再
建
万
乗
を
董
点
的
把
と
少
あ

∫

げ
た
だ
け
七
､
本
来
の
行
政
改
革
の
検
討
姓
甚
だ
不
十
分
で
あ
.
為
｡

よ
っ
て
政
府
は
､
今
後
幽
･
地
方
密
通
ず
る
行
政
改
革
の
基
本
陶
観
を
検
討
す
る
抵
当
た
つ
V
.
吐
'
左

記
諸
事
項
に
つ
S
て
特
段
の
配
慮
を
加
え
'
国
.
.
地
方
を
通
ず
る
真
の
行
政
敷
革
を
推
進
ま
れ
る
よ
う
､

強
-
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
｡

記

r
<
　
行
政
の
範
囲
の
見
直
し
と
混
食
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
､
行
敵
は
で
き
る
だ
け
住
民
の
身
近
な
と

こ
ろ
で
､
住
民
の
意
思
を
反
映
し
な
が
ら
総
合
的
に
行
わ
れ
る
.
(
垂
で
あ
る
と
の
考
え
方
の
も
と
に
､

国
･
都
道
府
県
･
市
町
村
間
の
行
政
事
務
と
財
港
の
再
配
分
を
行
う
こ
と
｡
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国
の
機
濁
委
任
事
務
の
整
理
縮
小
､
許
認
可
事
務
の
整
理
合
理
化
､
国
の
地
方
出
先
磯
艶
の
盤
理
競

.
合
等
を
横
衛
的
打
払
逢
し
､
行
政
の
簡
素
効
率
化
を
図
る
こ
と
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三
　
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
'
泊
律
性
の
強
化
の
た
め
'
国
庫
葡
助
金
等
の
抜
本
的
恵
理
合
理
化
及
び

-
零
細
補
助
金
等
の
l
般
財
淳
(
の
振
替
を
推
進
す
る
こ
と
.

匹
　
明
年
皮
政
府
予
算
縄
成
に
当
た
つ
て
は
'
行
政
改
革
に
名
を
借
か
た
1
万
的
な
地
方
へ
の
負
担
転
嫁

(
国
民
健
康
保
険
給
付
費
の
一
番
都
道
府
県
負
適
業
等
)
は
'
絶
対
に
行
わ
卑
S
こ
と
｡

な
お
ハ
公
共
事
業
等
の
地
域
特
例
に
つ
い
て
姓
､
地
域
振
興
に
支
障
を
生
じ
を
S
q
う
､
所
要
財
源

の
確
保
を
図
る
こ
と
｡

以
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､
地
方
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治
法
第
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第
二
項
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定
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､
意
見
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